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国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月10日
国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日
国　税／�8月決算法人の確定申告�

� （法人税・消費税等） 10月31日
国　税／�2月決算法人の中間申告� 10月31日
国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 10月31日
地方税／�個人住民税第3期分の納付�

� 市区町村の条例で定める日
労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）�10月31日
労　務／�労災の年金受給者の定期報告
� （7月〜12月生まれ） 10月31日
労　務／�労働保険料第2期分の納付� 10月31日
� （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　ペポル（Peppol）とは、インボイスなどの電
子文書をネットワーク上でやり取りするため
の国際標準規格です。ペポルインボイスに対
応した会計ソフト等を利用する場合、取引先
の会計ソフト等がペポルの規格に対応してい
れば、異なるシステム間でもインボイスの送
受信や自動処理を行うことができます。

ワンポイント ペポルインボイス

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

13日・スポーツの日
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10 月号─2

　

確
定
拠
出
年
金
の
老
齢
給
付
金
を

一
時
金
で
受
け
取
っ
た
場
合
、
退
職

所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
一
定
の
期
間
内
に
他
の
退
職
金

を
受
け
取
っ
た
場
合
、
退
職
所
得
控

除
額
の
調
整
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
、

対
象
と
な
る
期
間
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
退
職
所
得
控
除
の
仕
組

み
や
、
改
正
さ
れ
た
調
整
規
定
に
つ

い
て
見
て
い
き
ま
す（
※
）。

※　

本
稿
は
一
般
退
職
手
当
等
の
場
合

を
前
提
と
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
ま

す
。
勤
続
年
数
等
に
よ
っ
て
は
計
算

方
法
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

退
職
所
得
と
は

　

退
職
所
得
と
は
、
退
職
に
よ
り
勤

務
先
か
ら
受
け
る
退
職
手
当
な
ど
の

所
得
を
い
い
ま
す
。
退
職
所
得
に
は
、

社
会
保
険
制
度
な
ど
に
よ
り
退
職
に

基
因
し
て
支
給
さ
れ
る
一
時
金
や
、

確
定
拠
出
年
金
法
に
規
定
す
る
企
業

型
年
金
規
約
や
個
人
型
年
金
規
約
に

基
づ
い
て
老
齢
給
付
金
と
し
て
支
給

さ
れ
る
一
時
金
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

退
職
所
得
の
金
額
は
、
原
則
と
し

て
収
入
金
額
か
ら
退
職
所
得
控
除
額

を
差
し
引
い
た
金
額
に
２
分
の
１
を

乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。
税
額
は
、
原

則
と
し
て
他
の
所
得
と
分
離
し
て
所

得
税
額
を
計
算
し
ま
す
。【
図
１
参
照
】

　

退
職
手
当
等
を
支
払
う
と
き
は
、

退
職
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
退
職
所

得
の
受
給
に
関
す
る
申
告
書
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
勤
続
年
数
を
基
に
源

泉
徴
収
税
額
を
計
算
し
て
、
所
得
税

な
ど
を
源
泉
徴
収
し
ま
す
。
申
告
書

の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
支
給
額
に

20
・
42
％
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し

た
税
額
を
源
泉
徴
収
し
ま
す
。

確
定
拠
出
年
金
と
は

　

確
定
拠
出
年
金
は
、
拠
出
さ
れ
た

掛
金
と
そ
の
運
用
益
と
の
合
計
額
を

基
に
、
将
来
の
給
付
額
が
決
定
す
る

年
金
制
度
で
す
。
掛
金
を
事
業
主
が

拠
出
す
る
企
業
型
確
定
拠
出
年
金

（
企
業
型
D
C
）
と
、
加
入
者
自
身

が
拠
出
す
る
個
人
型
確
定
拠
出
年
金

（
i
D
e
C
o
）が
あ
り
ま
す
。

　

原
則
は
、
60
歳
に
達
し
た
場
合
に

老
齢
給
付
金
と
し
て
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
一
定
の
障
害

状
態
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
も
、
給

付
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

税
額
の
計
算
に
あ
た
り
、
確
定
拠

出
年
金
を
年
金
と
し
て
受
給
し
た
場

合
は
公
的
年
金
等
控
除
、
一
時
金
と

し
て
受
給
し
た
場
合
は
退
職
所
得
控

除
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
か
所
以
上
か
ら
の
退
職
金

　

退
職
金
は
、
長
年
の
勤
労
に
対
す

る
報
償
的
給
与
と
し
て
一
時
に
支
払

わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
退
職
後
の
生

活
の
原
資
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
退
職
所
得
控
除
を
設
け
る
こ

と
や
、
他
の
所
得
と
分
離
し
て
課
税

さ
れ
る
こ
と
で
、
税
負
担
が
軽
く
な

る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
同
じ
よ
う
な
時
期
に
２

か
所
以
上
か
ら
退
職
金
等
の
支
払
い

を
受
け
る
場
合
に
は
、
退
職
所
得
控

除
の
調
整
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

令和７年度税制改正令和７年度税制改正
退職所得控除退職所得控除
の調整規定　の調整規定　

【図1】退職所得の金額の計算
退職金（源泉徴収される前の収入金額）

退職所得控除後の金額 退職所得控除
⬇×1／2

退職所得の金額
注５�　特定役員退職手当等について�

は1／2の適用はありません

勤続年数 退職所得控除額
20 年以下 40 万円×勤続年数　　最低 80 万円
20 年超　 800 万円＋ 70 万円×（勤続年数－ 20 年）
注１�　勤続年数に年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます
注２�　障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、100万円を加算します
注３�　前年以前に退職金を受け取ったことがあるときなど、控除額の計算が

異なる場合があります
注４�　確定拠出年金の一時金の場合の勤続年数は、確定拠出年金の拠出期間です



3─10月号

　

退
職
手
当
等
（
確
定
拠
出
年
金
の

老
齢
給
付
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
一

時
金
以
外
）
の
支
払
い
を
受
け
る
年

の
前
年
以
前
４
年
内
に
他
の
支
払
者

か
ら
支
払
い
を
受
け
た
退
職
手
当
等

が
あ
る
場
合
、
退
職
所
得
控
除
の
額

に
つ
い
て
調
整
計
算
を
行
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
本
年
分
の
退
職
手

当
等
の
勤
続
年
数
に
基
づ
い
て
算
出

し
た
退
職
所
得
控
除
額
か
ら
、
勤
続

期
間
が
重
複
し
て
い
る
期
間
の
年
数

に
基
づ
い
て
算
出
し
た
退
職
所
得
控

除
額
相
当
額
を
控
除
し
た
残
額
に
な

り
ま
す（
※
）。【
図
２
参
照
】

※　

前
の
退
職
手
当
等
の
支
払
額
が
そ

の
退
職
手
当
等
の
勤
続
期
間
に
基

づ
い
て
計
算
し
た
退
職
所
得
控
除

額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
前
の
勤

続
期
間
を
調
整
し
て
、
重
複
期
間

を
計
算
し
ま
す
。

改
正
の
内
容

　

確
定
拠
出
年
金
の
老
齢
給
付
金
と

し
て
支
給
さ
れ
る
一
時
金
と
そ
の
他

の
退
職
金
の
支
払
い
を
受
け
る
場
合

も
、
退
職
所
得
控
除
の
調
整
規
定
の

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
支
給
を

受
け
る
順
番
に
よ
っ
て
重
複
排
除
に

係
る
調
整
期
間
が
異
な
り
ま
す
。

　

①
「
先
に
退
職
金
の
支
給
を
受
け

る
場
合
」
は
、
そ
の
受
給
が
老
齢
一

時
金
の
受
給
年
以
前
19
年
内
の
場
合

に
調
整
規
定
の
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
②
「
先
に
老
齢
一
時
金
を
受
給

す
る
場
合
」
は
、
受
給
年
以
前
４
年

内
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、
課

税
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
前
記
②

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
退
職
金

の
支
払
い
を
受
け
る
年
の
前
年
以
前

９
年
内
に
老
齢
一
時
金
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
退
職
所
得

控
除
額
の
調
整
計
算
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。【
図
３
参
照
】

　

こ
の
改
正
は
、
令
和
８
年
１
月
１

日
以
後
に
老
齢
一
時
金
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
日

以
後
に
支
払
い
を
受
け
る
べ
き
退
職

手
当
等
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

【図 3】令和 7年度税制改正の内容

確定
拠出
年金

確定
拠出
年金

9 年内

一時金の給付 退職所得控除額の
調整計算が必要

4 年内

退職

退職

退職

Ａ社

Ａ社

Ｂ社

退
職
所
得
控
除
額
の

調
整
計
算
が
必
要

19 年内

一時金の給付

※参考　老齢一時金の受取り前に退職金を受け取った場合

①　Bの勤続年数：
　　　　　16 年（1年未満の端数切上げ）
②　①の年数に基づく退職所得控除額相当額：
　　　　　　　40 万円×16 年＝640 万円
③　重複期間の年数：
　　　　　　10 年（1年未満の端数切捨て）
④　③の年数に基づく退職所得控除額相当額：
　　　　　　　40 万円×10 年＝400 万円
⑤　Bの退職所得控除額：②－④＝240 万円

【図２】前年以前４年内に退職金を受けた場合の退職所得控除額

（Aの退職所得控除額：940 万円）
21 年 10 か月

15 年 6か月

重複期間
10 年 4か月

Ａ社

Ｂ社

就職

就職

退職

退職
※　Aの退職手当等の金額が940万円に満たない場合は、A
の勤続期間を調整したうえで、右の計算式の重複期間を
計算します。



10 月号─4

　前年において特別農業所得者であった居
住者や、その年において特別農業所得者で
あると見込まれることについて承認を受け
た居住者は、予定納税基準額が15万円以
上である場合には、その年の11月に予定
納税基準額の2分の1相当額を納付しなけ
ればなりません。その場合、予定納税額は
その年の10月15日までに通知されます。
　特別農業所得者とは、その年において農
業所得の金額が総所得金額の10分の7相
当額を超え、かつ、その年の9月1日以後
に生ずる農業所得の金額がその年中の農業
所得の金額の10分の7を超える人をいい
ます。農業所得は、米・麦・たばこ・果実・
野菜もしくは花の生産や栽培、または養蚕
などの事業から生ずる所得をいいます。ま
た、居住者であるかどうかの判定は、その
年の10月31日の現況で判断します。

10月の税務 ピックアップ  
� 特別農業所得者の予定納税

　

総
務
省
は
６
月
、
長
野
県
須
坂
市

と
岡
山
県
吉
備
中
央
町
に
つ
い
て
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
指
定
を
取
り
消
し

ま
し
た
。
指
定
の
取
消
し
は
、
今
回

が
４
例
目
と
５
例
目
に
な
り
ま
す
。

　

須
坂
市
は
募
集
適
正
基
準
と
地
場

産
品
基
準
に
、
吉
備
中
央
町
は
返
礼

品
を
寄
附
額
の
３
割
以
下
に
す
る
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
こ
と
が
、
取
消
し
の
理
由
で

す
。
指
定
の
取
消
し
は
、
令
和
７
年

６
月
17
日
か
ら
２
年
間
で
す
。
総
務

省
は
、
必
要
な
制
度
上
の
見
直
し
を

行
い
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
納
税
が
本

来
の
趣
旨
に
沿
っ
て
適
正
に
運
用
さ

れ
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
、
と

コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

　

両
自
治
体
に
対
し
て
令
和
７
年
６

月
17
日
以
後
に
寄
附
を
行
っ
て
も
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
が
、
同
日
前
に
寄
附
の
申
し
込

み
が
さ
れ
、
納
付
さ
れ
た
寄
附
は
、

寄
附
金
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
の

指
定
取
消
し

　令和7年度税制改正で、所得税の基礎控
除や給与所得控除に関する見直しと特定親
族特別控除の創設が行われました。
　改正の概要は、①合計所得金額に応じて
基礎控除額が改正されたこと、②給与所得
控除について、55万円の最低保障額が65
万円に引き上げられたこと、③居住者が特
定親族を有する場合には、その居住者の総
所得金額等から、その特定親族1人につき、
その特定親族の合計所得金額に応じて最大
63万円を控除する特定親族特別控除が創
設されたこと、④扶養控除等の対象となる
扶養親族等の所得要件が10万円引き上げ
られたことで、令和7年12月1日から改
正されます。
　年の中途で死亡した場合や年の中途で出
国をする場合には確定申告（準確定申告）
をする必要があります。11月30日以前に

これらの確定申告書を提出する場合、令和
7年度税制改正による基礎控除の見直し等
については適用されないことになります。
ただこの場合でも、令和7年12月1日か
ら令和12年12月2日までに更正の請求を
行うことで、令和7年度税制改正による基
礎控除の見直し等の適用を受けることがで
きます。なお、基礎控除額については58
万円に改正されたうえで、合計所得金額に
応じて37万円・30万円・10万円・5万円
の加算があります。ただしこの加算は、居
住者についてのみ適用がありますので、令
和7年中を通じて非居住者となる人の基礎
控除額は、合計所得金額が2,350万円以下
の場合、58万円になります。
　年の中途で死亡した場合の申告等の期限
は、相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内です。令和7年11月
30日以前に死亡した場合でも、確定申告
書の提出が12月1日以後の場合には、基
礎控除の見直し等の適用を受けることがで
きます。

基礎控除などの見直しと 
確定申告


